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問い合わせ先
男女共同参画推進課

男女共同参画
推進センター「ゆい」

TEL（36）0048
FAX（36）0320

TEL（36）0250
FAX（36）0269

　

今
年
、
１
月
と
10
月
に
「
育
児
・
介
護
休
業
法
（
＊
１
）」
が
改

正
・
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
介
護
や
育
児
を
両
立
さ
せ
た
い
、
と
考

え
て
い
る
人
へ
、
制
度
の
変
更
点
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
９
月
15

日
号
で
は
介
護
に
関
す
る
制
度
を
主
に
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回
は
、

育
児
に
関
す
る
制
度
を
詳
し
く
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
（
＊
１
）「
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を

　
　
　
　
　
　

 

行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
の
こ
と

育
児
・
介
護
で

「
は
た
ら
く
」
こ
と
を

�
あ
き
ら
め
な
い
で

　
育
児
と
仕
事
の
両
立
を
支

援
す
る
制
度
は
、
性
別
に
か

か
わ
ら
ず
男
女
ど
ち
ら
も
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
で
は
、
２
０
２
０
年
度
ま

で
に
男
性
の
育
休
取
得
率
を

課
☎
０
９
２
（
４
１
１
）

４
８
９
４
で
匿
名
で
も
相

談
で
き
ま
す

　
事
業
所
で
も
、
従
業
員
の

両
立
支
援
に
悩
み
や
不
安
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
市
で
は
、
対
策
講
座
を
開

催
し
ま
す
（
左
記
参
照
）。

一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

＊
「
改
正
育
児
・
介
護
休
業

法
」
の
詳
細
は
厚
生
労

働
省
ＨＰhttp://w

w
w
.

m
hlw.go.jp/

で
確
認
を

●
子
の
看
護
休
暇
が

半
日
単
位
で

　

取
れ
る
よ
う
に

　
こ
れ
ま
で
１
日
単
位
で
取

得
し
て
い
た
子
の
看
護
休
暇

は
、
半
日
単
位
で
取
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
工
夫
次

第
で
は
、
父
母
で
交
代
し
て

看
護
休
暇
を
取
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

●
10
月
か
ら
は

　

子
ど
も
が
２
歳
ま

で
育
休
延
長

　
こ
れ
ま
で
、
保
育
園
な
ど

に
入
れ
な
い
と
き
も
、
１
歳

６
カ
月
ま
で
し
か
育
休
は
取

得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
10

月
か
ら
は
、
１
歳
６
カ
月
以

　
制
度
を
利
用
で
き
る
条
件

が
そ
ろ
っ
て
い
る
の
に
、
職

場
に
制
度
・
前
例
が
な
い
の

で
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た

り
、
申
し
出
た
こ
と
に
よ
っ

て
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
し

育
児
に
関
す
る

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

防
止
の
義
務
付
け

降
に
保
育
園
に
入
れ
な
い
な

ど
の
場
合
、
職
場
に
申
し
出

る
こ
と
で
、
育
休
を
最
長
２

歳
ま
で
再
延
長
で
き
ま
す
。

こ
の
場
合
、
育
児
休
業
給
付

金
も
２
歳
ま
で
受
け
取
れ
ま

す
。

●
契
約
社
員
や

　

派
遣
社
員
な
ど
も

育
休
が
取
り
や
す
く

　
働
く
期
間
が
決
ま
っ
て
い

る
人
（
有
期
労
働
者
）
が
育

休
を
取
れ
る
条
件
が
変
わ
り

ま
し
た
。

【
条
件
の
変
更
点
】

旧

①
育
休
申
込
の
時
点
で
１
年

以
上
働
い
て
い
る
こ
と

②
子
が
１
歳
に
な
っ
た
後
も

雇
用
継
続
の
見
込
み
が
あ

る
こ
と

③
２
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に

契
約
終
了
が
確
実
で
な
い

こ
と

新

①
育
休
申
込
の
時
点
で
１
年

以
上
働
い
て
い
る
こ
と

②
子
が
１
歳
６
カ
月
に
な
る

日
ま
で
の
間
に
契
約
終
了

が
確
実
で
な
い
人

＊
継
続
さ
れ
る
か
分
か
ら
な

い
人
で
も
取
得
で
き
ま
す

　
自
分
が
当
て
は
ま
る
か
分

か
ら
な
い
人
は
、
労
働
局
へ

問
い
合
わ
せ
て
み
ま
し
ょ

う
。

相談事業名 場所 相談日 時間

①こころと生き方の相談
　（面接･電話・メール相談）
☎（36）1156

メール kokoro@city.munakata.
　　fukuoka.jp

市役所
本館１階・

相談室

月〜
金曜日

（祝日と12/29

〜1/3を除く）

13：00

〜

17：00
（面談は原則

16：30まで）

②法律相談
＊�弁護士が、離婚や相続など　
法律的な問題に関する相談を
受け付けます

■申込先
　男女共同参画推進センター
　ゆい　☎（36）0250

男女共同参画
推進センター

「ゆい」・
相談室

毎月
第３

火曜日

13：00

〜

16：00
（1人1回30

分、年度内に

1回まで）

事前申込必要

事前申込不要

秘密は守ります

こ
ん
な
こ
と
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
り
ま
す

●
休
業
や
休
暇
を
申
請
す
る
と
、
退
職
を
勧
め
ら
れ
た

●
残
業
免
除
の
申
し
出
を
取
り
下
げ
る
よ
う
言
わ
れ
た

●
休
業
な
ど
を
理
由
に
、
契
約
を
更
新
し
な
い
と
言
わ

れ
た

●
周
囲
が
迷
惑
し
て
い
る
、早
く
や
め
て
ほ
し
い
な
ど
、

嫌
み
を
言
わ
れ
た
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事業所のみなさんへ
【職場のためのハラスメントセミナー】

●日時　11月16日（木）14：00〜15：30
●場所　市役所北館・103会議室
●対象　事業所の担当者
●定員　先着100人
●講師　久野亜希子さん
　　　　（ひさの社会保険労務士事務所所長）
●内容　ハラスメントの基礎から事業所での対
応まで、社労士が分かりやすく解説。育児・介
護休業法の対応に悩んでいる事業所は必見の
研修です

●申込締切日時　11月13日（月）17：00まで
●申込方法
▽ FAX（36）0320＝①事業所名②参加者氏名③電話番号を
　明記して人権対策課あて
▽☎（36）1270
▽電子申請＝市ＨＰ http://www/.city.munakata.lg.jp/→「電子申請」

講師の久野さん

　「近所で野焼きをしていて煙やにおいで迷惑している」「窓が開け
られない」という苦情が、市へ寄せられています。可燃ごみや庭の
手入れなどで出た小枝や草、木を燃やしてはいけません。ドラム缶
を使ったり、ブロックで囲ったり、穴を掘ったりして燃やしてもい
けません。これらは、「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」で禁止されています。
　法律に違反してごみを焼却した人は、５年
以下の懲役か、1000万円以下の罰金が科せ
られます。（例外的に認められている場合もあ
り）。
　ごみは、市が定めた処理方法で適正に処理
しましょう。

■問い合わせ先　環境課　☎（36）1421

ごみの野外焼却は　　 です

た
り
す
る
こ
と
は
法
律
違
反

で
す
。
ま
た
、
制
度
を
利
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
上
司
や

同
僚
な
ど
が
嫌
が
ら
せ
を
す

る
こ
と
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

あ
た
り
、
職
場
に
は
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
を
防
止
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
。

＊
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る

相
談
は
福
岡
労
働
局
指
導

13
％
ま
で
上
げ
る
目
標
を
立

て
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
利

用
し
て
い
る
人
数
は
、
ま
だ

男
女
で
大
き
く
差
が
あ
り
ま

す
（
左
図
参
照
）。


